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制度の概要



制度の対象者

【対象となる者は】

重大な他害行為を行い、
①心神喪失者又は心神耗弱者と認められて不起訴処分となった者
②心神喪失を理由として無罪の裁判が確定した者
③心神耗弱を理由として刑を減軽する旨の裁判が確定した者
（裁判確定時に執行すべき刑期があるものは除く）

【重大な他害行為とは】

①殺人、②放火、③強盗、④強制性交等、⑤
強制わいせつ、⑥傷害（軽微なものを除く）
※傷害以外は未遂を含む。

※本制度は、このような対
象者の病状の改善を図り、
社会復帰を促進することが
目的です。
そのためには適切な医療と
手厚い福祉支援が不可欠に
なります。
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受理件数 入院決定 通院決定 不処遇 却下等 審理中

６５ ４４ ９ ８ ３ １

１ 生活環境調査事件（当初審判）

２ 生活環境調整事件

開始件数 終結件数
期間満了 処遇終了 再入院・事件

移送等

事件係属中

４３ ３３ ２２ ８ ３ １０

３ 精神保健観察事件

開始件数 終結件数
退院許可決定 処遇終了決定 取消し・事件

移送等

事件係属中

４４ ３９ ３３ ２ ４ ５

岩手県内における制度運用状況

（平成１７年７月１５日～令和4年１０月３１日（速報値））



岩手県内における本法申立て時の対象行為（累計）

強制性交等, 0件, 0%

強盗, 0件, 0%

強制わいせつ, 

5件,7％

殺人, 18件, 28%

放火, 22件, 33％

傷害, 21件, 32%

【対象行為】

※当庁独自集計に基づく／傷害以外は未遂を含む

（平成１７年７月１５日～令和4年１０月３１日（速報値））

※対象行為は、殺
人、放火、傷害の
３つで全体の約９
割を占めます。
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岩手県内における本法申立て時の年代と性別（累計）

20代, 5件, 7％

30代, 14件, 22%

40代, 16件, 25%

50代, 16件, 25%

60代, 9件, 14％

70代, 5件, 7％

【年 代】

男, 46件,71％

女, 19件, 29％

【性 別】



精神保健観察事件の係属地域（累計）

★

【二戸保健所管内】
精神保健観察 ３件

【県央保健所管内】
精神保健観察 ９件

【盛岡市保健所管内】
精神保健観察 １２件

【中部保健所管内】
精神保健観察 ８件

【奥州保健所管内】
精神保健観察 １件

【一関保健所管内】
精神保健観察 ６件

【久慈保健所管内】
精神保健観察 ２件

【宮古保健所管内】
精神保健観察 １件

【釜石保健所管内】
精神保健観察 ０件

【大船渡保健所管内】
精神保健観察 ０件

※累計数４２件のうち、
盛岡市及び県央保健所管
内で約半数を占めていま
す。

📌



対象者について①

❖ 「周囲に悪口を言われている。」と落ち着かず、精神科受診を促す家族に対し自分
は病気ではない、受診したくないとの思考から暴力をふるった。

❖ 「自分の考えが世界中に筒抜けになっている。」｢自分は悪いことをしたから死ぬし
かない。」との観念から、自宅に火をつけた。

❖天の声に従ってコンビニエンスストアでパンを盗み、追いかけてきた店員に対して
けがを負わせた。

❖ 「周囲から狙われる。」｢ヤクザに襲われる。」という恐怖感から自宅に引きこもり、
訪ねてきた近所の人にけがを負わせた。

❖老老介護に疲れ、無理心中を図ったが死ねなかった。

…eｔｃ

【本法申立てに至った行為の例】



対象者

家族やキーパー
ソンがいない

経済的な問題

もともとの地域
に戻れない

医療機関が確保
できない

福祉サービスを受
けていない

行政機関の関
与がない

病状不安定
難治事例

住むところがない

対象者について②

【調整における課題】

※複合的な課題
や困難さを抱え
る対象者が多い
です。
ケア会議などで
関係機関と一緒
に検討します。
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✓ 対象行為前まで、通院を継続中若しくは断続的に通院していた者のほう
が未受診の者よりも多い。

✓ 地域とのつながりもなく、適切な医療や相談支援につながらず、社会的に
孤立していた。

✓ そのため、被害者は、身近な親族の割合が高い。

✓ 病気の悪化による極限状態から、対象行為につながった。

✓ 望んでなった病気ではなく、望んで起こした対象行為でもない。

✓ 対象者もまた病気が原因で重大な事件に巻き込まれた存在という側面。

✓ 社会復帰促進には多角的な視点や立場からの支援が必要である。

対象者について③

【対象者の理解】

※本当は制度に
のる前の予防や
かかわりが一番
大事です。
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◆触法精神障害者というと怖い、支援が難しいイメージがある。特に対象行為
が「殺人」、「放火」とあると引受けが不安である。

◆普段からもっと複雑なケースを支援している。もともとやっていた。

◆紙面や口頭での情報より、実際に会ってみると対象者はイメージと違った。

◆対象者は、特別な事件を起こした人だが、特別な人ではなかった。

◆医療機関や関係機関との連携体制があり、事業所だけに責任を負わされるこ
とがなく、かかわりやすい。

◆自分たちの勉強になる。社会における必要な役割である。

◆現状では、人手が足りなく手いっぱいである。予算措置をしてほしい。

◆保護観察所や医療観察制度のことがよくわからず心配である。

地域における処遇について①

【関係者からの声など】



◼ 指定医療機関、保護観察所、関係機関の援助による地域支援体制。

◼ 地域処遇の期間は、原則3年間。

◼ ケア会議の開催。

地域における処遇について②

【地域処遇について】

保護観察所は、市町村（基幹相談支援センター）、相談支援事業所に協力を
いただき、障害福祉サービス事業所の紹介、あっせんや調整をしてもらう。

事業所の利用： ①相談・情報提供→②見学→③体験利用→④評価・協議→
⑤受入れ可否の判断→⑥利用開始 ※③と④を繰り返し実施。

【サービス事業所への相談】

対象者、指定通院医療機関（主治医、外来・デイケア・訪問看護スタッフ）、相談支援事業所、グ
ループホーム、就労支援事業所、保健所、市町村（障がい福祉担当、生活保護担当）、精神保健福
祉センター、家族（保護者）、社会復帰調整官などが出席。



➢ 「地域移行個別支援特別加算」（平成21年４月～）

・対象：グループホームなど居住系施設

・加算：一日につき、６７０単位（原則3年を上限）

➢ 「社会生活支援特別加算」（平成30年4月～）

・対象：就労系・訓練系サービス事業所

・加算：一日につき、４８０単位

地域における処遇について③

【障がい者総合支援法において活用できる制度】

【国の第４次障害者基本計画】※来年度改正？

⚫ 医療観察法対象者の社会復帰の促進を図るため、対象者に対する「差別の解消を進める。」、
「精神保健医療の提供や医療と福祉が連携した支援を充実させる。」ことが盛り込まれている。

⚫ 今後も、都道府県・市町村障害者計画への働きかけを図る。

※制度の普及
啓発と理解の
促進が、まだ
まだ必要です。

📌
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ありがとうございました。

今後とも、皆様の御協力をお願いいたします。

○保護観察所は、法務省の機関で各地方裁判所の管轄区域ごと、全国５０か所

（都道府県庁所在地及び函館、旭川、釧路）に設置されています。


